
 

 
令和４年２月 25 日 
 （通算第 539 号） 

問い合わせ先  
長野県庁家畜防疫対策室 
電話 026-235-7232 

令和４年２月に長野県内で低病原性ニューカッスル病が確認されました。(直近では北海

道で令和 3 年 10 月に発生) 

 

 

ニューカッスル病は 2011 年から症状のないタイプを「低病原性ニューカッスル病」と

して区別するようになりました。 

 ニューカッスル病 低病原性ニューカッスル病 

分類 家畜伝染病(法定伝染病) 届出伝染病 

病原体 ニューカッスル病ウイルス 

症状 

死亡率の上昇 

緑色の下痢 

奇声や開口呼吸等の呼吸器症状 

脚麻痺や頚部捻転等の神経症状 等 

明確な症状は示しません。 

発生時の対応 

都道府県知事へ発生の届出 

感染した家きん及び同居家きんの殺

処分 

都道府県知事へ発生の届出 

対象家きん 鶏、あひる(アイガモ)、うずら、七面鳥 

対策及び予防 

適切なワクチン投与によって予防できます。 

（ワクチンの使用にあたっては獣医師の指示に従ってください。） 

原因ウイルスは、ほぼ全ての鳥類に感染するため、防鳥ネット等により

野鳥との接触を防ぐことも重要です。 

 
                                            

※御不明な点がございましたら、下記へご相談ください 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 

佐 久 0267-62-4123 飯 田 0265-53-0439 長 野 026-226-0923 

伊 那 0265-72-2782 松 本 0263-47-3223 県庁家畜防疫対策室 026-235-7232 

 

 
 

ニューカッスル病をワクチンで予防しましょう 

ニューカッスル病について 

 実験では、低病原性ウイルスは、無症状

で感染を繰り返すうちに病原性の強い

ウイルスに変異することが確認されて

います。 
ワクチン投与により家きん

への感染を予防しましょう。 

 野外には、病原性の強いウイルスも弱い

ウイルスも存在しています。 


